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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粒径１１μｍ未満のフェライト粒子を１５～３０重量％含有し、残部が粒径１１μｍ以
上のフェライト粒子からなり、
　当該粒径１１μｍ未満のフェライト粒子のＢＥＴ比表面積が２～５０ｍ２／ｇ、
　当該粒径１１μｍ以上のフェライト粒子のＢＥＴ比表面積が０．１～２ｍ２／ｇであり
、
　かつ体積平均粒径が１０～５０μｍであることを特徴とする真球状フェライト粉。
【請求項２】
　前記粒径１１μｍ以上のフェライト粒子が樹脂で被覆されている請求項１に記載の真球
状フェライト粉。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の真球状フェライト粉を５０～９９．５重量％含有することを特
徴とする樹脂組成物。
【請求項４】
　請求項３に記載の樹脂組成物を成型してなる成型体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フィラーとして用いられたときの充填性及び成型性が良好で、また優れたハ
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ンドリング性を有し、かつ高抵抗の球状フェライト粉、該フェライト粉を含有する樹脂組
成物及び該樹脂組成物を用いた成型体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体等のＬＳＩ封止剤を始めとして種々の分野において、樹脂に無機フィラーを混合
した樹脂組成物が種々用いられ、また提案されている。
【０００３】
　現在、一般的に樹脂に混合する無機フィラーとして様々な組成、平均粒径や粉体特性及
び電気特性を持ったものが使われている。
【０００４】
　通常、流動性の高い樹脂に対してフィラーを添加する場合、フィラーの粒径や樹脂の粘
度にもよるが、フィラーの添加量が増加するとフィラー添加後の樹脂組成物の流動性は低
くなる。一方、フィラーの粒径が大きい場合はフィラーを添加量が増加しても流動性が低
くなるとは限らない。そのため、主として特性を発揮させるためのフィラーと樹脂組成物
の流動性制御のためのフィラーといった複数のフィラーが添加されることが多い。
【０００５】
　主として特性を発揮させるためのフィラーの例として、各種金属粉、酸化物金属等が挙
げられ、流動性制御のフィラーとしてシリカ粉、カーボンブラック等が挙げられる。
【０００６】
　また、組成は同じで異なる粒径のシリカ等のフィラーを用いることで広い粒度分布を持
たせ、樹脂組成物の流動性の制御を行う場合もある。さらに、不定形状のフェライト粉等
のフィラーにおいて広い粒度分布を持たすことで流動性の制御とフィラー充填率の改善を
行う場合もある。
【０００７】
　フィラーはその用途によって選択されるが、電磁波吸収用途において磁性フィラーを用
いて高いフィラー充填率と高い体積抵抗率を両立しようとする場合、磁性フィラーの各種
粉体特性（平均粒径、粒度分布及び形状等）の制御と電気的特性の調整が必要となり、難
易度が高くなる。
【０００８】
　磁性フィラーとしては、フェライト粉末を用いた提案が数多くなされており、例えば特
許文献１（特開平５－３３５１２１号公報）には、シランカップリング剤で表面処理され
たフェライト粉末を含有する樹脂からなる磁性封止材料が記載されている。この磁性封止
材料によって、強度が向上し、離型性が良好となるとしている。
【０００９】
　特許文献２（特開２００５－１３９０５０号公報）には、１２０℃における体積固有抵
抗が５×１０７Ωｍ（５×１０９Ωｃｍ）以上及び２５℃における体積固有抵抗が３×１
０９Ωｍ（３×１０１１Ωｃｍ）以上であり、球状のフェライト磁性粉体が記載されてい
る。また、この特許文献２には、このフェライト磁性粉体を含む半導体封止用樹脂組成物
が開示され、シリカ粒子と併用して用いることが示されている。
【００１０】
　この特許文献２によれば、同文献に記載のフェライト磁性粉体は、電磁波遮蔽機能及び
電気絶縁性を備えるとされ、このフェライト磁性粉体を含む半導体封止用樹脂組成物は高
い信頼性を有するとされている。
【００１１】
　特許文献３（特開２００５－３４７４４９号公報）には、頻度粒度分布において、１０
μｍ以上５０μｍ以下の領域に極大値Ａと、０．５μｍ以上１０μｍ未満の領域に極大値
Ｂとを有する軟磁性粉末、及びこの軟磁性粉末を樹脂又はゴムに含有させる有機材料が記
載されている。この特許文献３では、電磁波吸収性と放熱性とに優れた成型物を得ること
ができるとされている。
【００１２】
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　しかしながら、これら特許文献１～３に記載の磁性粉末は、各種粉体特性（平均粒径、
粒度分布及び形状等）の制御と電気的特性の調整を同時に行うことによって、フィラーと
して用いられたときの充填性が良好で、また優れたハンドリング性を有し、かつ高抵抗も
のではない。
【００１３】
　一方、特許文献４（再公表２００７／１０８４３７号公報）には、レーザー回折・散乱
法による体積基準頻度粒度分布において、少なくとも、１～４μｍの粒度域に極大ピーク
１の最大頻度値と、１５～５５μｍの粒度域に極大ピーク２の最大頻度値とを有するシリ
カ粉末であって、前記極大ピーク２の最大頻度値が、前記極大ピーク１の最大頻度値より
も大きく、前記極大ピーク２にショルダーがあり、１５～５５μｍの粒度域の粒子の含有
率が、１～４μｍの粒度域の粒子の含有率よりも多いシリカ粉末が記載されている。また
、このシリカ粉末をゴム及び樹脂の少なくとも一方に含有させてなる組成物を半導体封止
材料として用いることが記載されている。
【００１４】
　この特許文献４によれば、シリカ粉末が高充填された成形性が良好で、バリの少ない封
止材料が得られるとされている。しかし、特許文献４は、流動性制御のフィラーとして用
いられるシリカ粉末に関するもので、特性を発揮させるためのフィラーとして用いられる
フェライト粉に関するものではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】特開平５－３３５１２１号公報
【特許文献２】特開２００５－１３９０５０号公報
【特許文献３】特開２００５－３４７４４９号公報
【特許文献４】再公表２００７／１０８４３７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　従って、本発明の目的は、フィラーとして用いられたときの充填性及び成型性が良好で
、また優れたハンドリング性を有し、かつ高抵抗の球状フェライト粉、該フェライト粉を
含有する樹脂組成物及び該樹脂組成物を用いた成型体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明者らは、上記のような課題を解決すべく鋭意検討した結果、形状が真球状で、特
定の粒径及び粒度分布を持つフェライト粒子を含有することで、フィラーとして用いたと
きの高い充填性及び成型性と優れたハンドリング性を有し、かつ高抵抗のフェライト粉が
得られ、上記目的を達成し得ることを知見し、本発明に至った。なお、ここでフェライト
粒子とは、個々の粒子又は一定の粒径の集合体を意味し、またフェライト粉とは、フェラ
イト粒子の全体の集合体を意味する。
【００１８】
　すなわち、本発明は、粒径１１μｍ未満のフェライト粒子を１５～３０重量％含有し、
残部が粒径１１μｍ以上のフェライト粒子からなり、当該粒径１１μｍ未満のフェライト
粒子のＢＥＴ比表面積が２～５０ｍ２／ｇ、当該粒径１１μｍ以上のフェライト粒子のＢ
ＥＴ比表面積が０．１～２ｍ２／ｇであり、かつ体積平均粒径が１０～５０μｍであるこ
とを特徴とする真球状フェライト粉を提供するものである。
【００１９】
　本発明に係る上記真球状フェライト粉において、前記粒径１１μｍ以上のフェライト粒
子は樹脂で被覆されていることが望ましい。
【００２０】
　また、本発明は、上記真球状フェライト粉を５０～９９．５重量％含有することを特徴
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とする樹脂組成物を提供するものである。
【００２１】
　また、本発明は、上記樹脂組成物を成型してなる成型体を提供するものである。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明に係るフェライト粉は、形状が真球状で、特定の粒径及び粒度分布を有するフェ
ライト粒子を含有することで、フィラーとして用いたときに高い充填性及び成型性と優れ
たハンドリング性を有し、かつ高抵抗である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明を実施するための形態について説明する。
【００２４】
＜本発明に係るフェライト粉＞
　本発明に係るフェライト粉は、上記したように、真球状である。不定形状、粒状、板状
等の真球状以外の形状の場合は、フィラーとして用いたときの充填量を十分大きくできな
い。特に電磁波吸収等の用途において、電磁波吸収能力は磁性粉の磁気特性以外に、単位
重量に占める磁性体量が多ければ多いほど高くなる。そのため真球状である必要がある。
【００２５】
　ここでいう真球状とは、形状係数ＳＦ－１が１００～１２０、好ましくは１００～１１
０、更に好ましくは、１００に限りなく近い形状をいう。形状係数ＳＦ－１が１２０を超
えると、フェライト粒子の球状性が損なわれる。
【００２６】
形状係数ＳＦ－１：　１１μｍ未満のフェライト粒子の形状係数ＳＦ－１は、ＦＥ－ＳＥ
Ｍにて倍率５００００倍にて総計１００粒子以上カウント出来るように視野を変えて撮影
する。１１μｍ以上のフェライト粒子の形状係数ＳＦ－１は、ＦＥ－ＳＥＭにて倍率８０
０倍にて総計１００粒子以上カウント出来るように視野を変えて撮影する。それらの画像
情報を、インターフェースを介してメディアサイバネティクス社製画像解析ソフト（Ｉｍ
ａｇｅ－Ｐｒｏ　ＰＬＵＳ）に導入して解析を行い、円相当径と投影面積を求め、下記式
により算出し得られた数値である。フェライト粒子の形状が球形に近いほど１００に近い
値となる。１１μｍ未満のフェライト粒子と１１μｍ以上のフェライト粒子の形状係数Ｓ
Ｆ－１は、それぞれ１粒子毎に算出し、１００粒子の平均値をそのフェライト粒子の形状
係数ＳＦ－１とした。
【００２７】
【数１】

【００２８】
　本発明に係る球状フェライト粉は、粒径１１μｍ未満のフェライト粒子を１５～３０重
量％含有する。このフェライト粒子の含有量が３０重量％を上回ると、フィラーとして樹
脂に添加した際に樹脂混合物の粘度が高くなりやすく、成型しにくくなる恐れがある。フ
ェライト粒子の含有量が１５重量％を下回る場合、フィラーとして樹脂に添加した際に樹
脂組成物の粘度が低くなりやすく、成型しにくくなる恐れがある。
【００２９】
　本発明に係る球状フェライト粉の体積平均粒径は１０～５０μｍである。体積平均粒径
が１０μｍを下回ると、フェライト粉をフィラーとして樹脂に添加した際に樹脂組成物の
粘度が高くなりやすく、成型しにくくなる恐れがある。言い換えると、粘度をある一定の
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レベルにしようとすると１０μｍよりも小さいフィラーのみを用いた場合、フィラーの添
加量を下げなければならず、フィラーの高い充填量を確保しにくくなることを意味してい
る。体積平均粒径が５０μｍを超える場合、フェライト粉をフィラーとして樹脂に添加し
た際に樹脂組成物の粘度が低くなりやすく、成型しにくくなる恐れがある。
【００３０】
　上記の体積平均粒径と粒径１１μｍ未満のフェライト粒子を含有する割合は、添加する
樹脂（添加剤も含む）と成型物の形状等によって決定されるが、上記の範囲で組み合わせ
て使用することにより高いフィラー充填率を維持したまま流動性調整が容易に行えるよう
になる。
【００３１】
体積平均粒径（マイクロトラック）：　この体積平均粒径は、次のようにして測定される
。すなわち、日機装株式会社製マイクロトラック粒度分析計（Ｍｏｄｅｌ９３２０－Ｘ１
００）を用いて測定される。分散媒には水を用いた。試料１０ｇと水８０ｍｌを１００ｍ
ｌのビーカーに入れ、分散剤（ヘキサメタリン酸ナトリウム）を２～３滴添加する。次い
で超音波ホモジナイザー（ＳＭＴ．Ｃｏ．ＬＴＤ．製ＵＨ－１５０型）を用い、出力レベ
ル４に設定し、２０秒間分散を行った。その後、ビーカー表面にできた泡を取り除き、試
料を装置へ投入した。
【００３２】
　本発明に係るフェライト粉において、粒径１１μｍ以上のフェライト粒子は樹脂で被覆
されていることが好ましい。フィラーの充填量が高くなればなるほどフィラーの影響が大
きくなり、樹脂と混合、分散しても樹脂より抵抗の低い真球状フェライト粒子同士が接触
し、電流の通り道になりやすい。樹脂で被覆されていることにより、フィラー同士の接触
が起こりにくくなり、高抵抗の樹脂組成物及びこれを成型した成型体が得やすくなる。
【００３３】
　被覆する樹脂は特に制限されない。例えば、フッ素樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂
、ポリアミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂、ポリエステル樹脂、不飽和ポリエステル樹脂
、尿素樹脂、メラミン樹脂、アルキッド樹脂、フェノール樹脂、フッ素アクリル樹脂、ア
クリル－スチレン樹脂、シリコーン樹脂、あるいはアクリル樹脂、ポリエステル樹脂、エ
ポキシ樹脂、ポリアミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂、アルキッド樹脂、ウレタン樹脂、
フッ素樹脂等の各樹脂で変性した変性シリコーン樹脂等が挙げられる。使用中の機械的ス
トレスによる樹脂の脱離を考慮すると、熱硬化性樹脂が好ましく用いられる。具体的な熱
硬化性樹脂としては、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、シリコーン樹脂、不飽和ポリエス
テル樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、アルキッド樹脂及びそれらを含有する樹脂等が挙げ
られる。樹脂の被覆量は、フェライト粒子１００重量部に対して、０．５～５．０重量部
が好ましい。
【００３４】
　また、被覆樹脂中には、熱硬化性や耐溶剤性を改善するためにカップリング剤を含有さ
せることができる。カップリング剤の例としては、各種シランカップリング剤が挙げられ
る。これは樹脂組成物を射出成型する際に、被覆した樹脂が高温に晒されることで剥離し
たり変質したりすることで成型体の抵抗が下がることがあるが、カップリング剤を添加す
ることによりこれらの現象を改善することできるためである。使用できるカップリング剤
の種類は特に限定されないが、アミノシランカップリング剤、エポキシ系シランカップリ
ング剤等が好ましい。
【００３５】
　本発明に係るフェライト粉において、粒径１１μｍ未満のフェライト粒子はＡｌ化合物
で被覆されていることが好ましい。粒径１１μｍ未満のフェライト粒子は１１μｍ以上の
フェライト粒子同士の空隙に入る。粒径１１μｍ未満のフェライト粒子の比表面積は大き
いため分散しにくく凝集体として樹脂組成物中に存在し、電流の通り道になりやすい。Ａ
ｌ化合物で被覆されていることにより、粒子表面を流れる電流を小さくすることができる
ので、高抵抗の樹脂組成物及びこれを成型した成型体が得やすくなる。Ａｌ化合物として
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は硫酸アルミニウム、アルミン酸ナトリウム等が挙げられる。表面処理量は、Ａｌ換算で
フェライト粒子に対して０．２～１重量％である。
【００３６】
　本発明に係るフェライト粉は、下記式（１）で表される組成であることが好ましい。
【００３７】
【化１】

【００３８】
　上記組成において、式（１）中の（ＭｎＯ）及び／又（ＭｇＯ）の一部がＳｒＯで置換
されており、ＳｒＯの置換量は０．１～２．５モル％であることが望ましい。
【００３９】
　ＳｒＯの置換量が２．５モル％を超えると、ハードフェライトとしての影響が出始める
ため、フィラーとして用いたときに、急速に各種特性が悪くなる可能性がある。ＳｒＯの
量は、２．０モル％以下が好ましく、より好ましくは１．５モル％以下である。
【００４０】
Ｆｅ、Ｍｎ、Ｍｇ及びＳｒの含有量：　これらＦｅ、Ｍｎ、Ｍｇ及びＳｒの含有量は、下
記によって測定される。試料（フェライト粉）０．２ｇを秤量し、純水６０ｍｌに１Ｎの
塩酸２０ｍｌ及び１Ｎの硝酸２０ｍｌを加えたものを加熱し、フェライト粉を完全溶解さ
せた水溶液を準備し、ＩＣＰ分析装置（島津製作所製ＩＣＰＳ－１０００ＩＶ）を用いて
Ｆｅ、Ｍｎ、Ｍｇ及びＳｒの含有量を測定した。
【００４１】
　本発明に係るフェライト粉は、５Ｋ・１０００／４π・Ａ／ｍにおける磁化が３５～９
５Ａｍ２／ｋｇであることが望ましい。
【００４２】
　フェライト粉の５Ｋ・１０００／４π・Ａ／ｍにおける磁化が３５Ａｍ２／ｋｇ未満で
あると、電磁波吸収能力として十分ではない可能性があり、ソフトフェライトの磁化は９
５Ａｍ２／ｋｇを超えることはない。
【００４３】
磁化：　振動試料型磁気測定装置（型式：ＶＳＭ－Ｃ７－１０Ａ（東英工業社製））を用
いた。測定試料は、内径５ｍｍ、高さ２ｍｍのセルに詰めて上記装置にセットした。測定
は、印加磁場を加え、５Ｋ・１０００／４π・Ａ／ｍまで掃引した。次いで、印加磁場を
減少させ、ヒステリシスカーブを作製した。このカーブのデータより磁化を求めた。
【００４４】
　本発明に係る１１μｍ以上の樹脂被覆前の大粒径側フェライト粒子は、ＢＥＴ比表面積
が０．１～２ｍ２／ｇであることが望ましい。さらに望ましくは０．２～２ｍ２／ｇであ
る。
【００４５】
　大粒径側フェライト粒子のＢＥＴ比表面積の値が２ｍ２／ｇを超えると、１１μｍ未満
のフェライト粒子の含有量が多く、流動性が下がり成型がうまくできない可能性がある。
ＢＥＴ比表面積の値が０．１ｍ２／ｇ未満では、樹脂組成物の流動性が上がりすぎ成型が
うまくできない可能性がある。
【００４６】
　本発明に係る１１μｍ未満の小粒径側フェライト粒子は、ＢＥＴ比表面積が２～５０ｍ
２／ｇであることが望ましい。さらに望ましくは２～４０ｍ２／ｇであり、最も望ましく
は２～３５ｍ２／ｇである。
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【００４７】
　小粒径側フェライト粒子のＢＥＴ比表面積の値が２ｍ２／ｇ未満であると、１１μｍ未
満のフェライト粒子の含有量が少なく、流動性が上がり成型がうまくできない可能性があ
る。ＢＥＴ比表面積の値が５０ｍ２／ｇを超えると、流動性が下がり成型がうまくできな
い可能性がある。
【００４８】
ＢＥＴ比表面積：　ここで、ＢＥＴ比表面積は、株式会社マウンテック製ＢＥＴ比表面積
測定装置（Ｍａｃｓｏｒｂ　ＨＭ　ｍｏｄｅｌ　１２１０）を用いて測定を行った。測定
試料を真空乾燥機に入れ、常温で２時間処理を行う。その後、試料をセルが密になるよう
に充填し、装置にセットする。脱気温度４０℃にて６０分間前処理を行った後、測定を行
った。
【００４９】
　本発明に係るフェライト粉は、常温常湿下の体積抵抗が、１×１０６～５×１０９Ω・
ｃｍであることが望ましい。さらに望ましくは１×１０７～５×１０９Ω・ｃｍであり、
最も望ましくは１×１０７～５×１０８Ω・ｃｍである。ここで常温常湿（Ｎ／Ｎ）とは
、温度２０～２５℃、相対湿度５０～６０％である。
【００５０】
　フェライト粉の常温常湿下の体積抵抗が１×１０６Ω・ｃｍ未満であると、樹脂と混合
・分散を行って成型物を成型しても、十分な絶縁性が得られないため好ましくない。体積
抵抗が５×１０９Ω・ｃｍを超えることは、粒径１１μｍ未満の粒子が１５重量％よりも
少ない量含有していることを意味しており、樹脂と混合した際に樹脂組成物の流動性の調
整ができない可能性が高い。
【００５１】
体積抵抗：　断面積が４ｃｍ２のフッ素樹脂製のシリンダーに高さ４ｍｍとなるように試
料を充填した後、両端に電極を取り付け、さらにその上から１ｋｇの分銅を乗せて抵抗を
測定した。抵抗の測定はケースレー社製６５１７Ａ型絶縁抵抗測定器にて電圧印加は２５
Ｖとし、６０ｓｅｃ後の電流値（６０ｓｅｃの電流値）から抵抗を算出し体積抵抗とした
。
【００５２】
＜本発明に係る樹脂組成物＞
　本発明に係る樹脂組成物は、上記球状フェライト粉を５０～９９．５重量％含有する。
フェライト粉の含有量が５０重量％を下回ると、フェライト粉を含有していてもフェライ
トの特性を十分発揮することができない。また、フェライト粉の含有量が９９．５重量％
を超える場合は、樹脂をほとんど含有していないため、成型できない可能性がある。
【００５３】
　この樹脂組成物に用いられる樹脂は、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂、
尿素樹脂、フッ素樹脂等が挙げられるが、特に限定されない。また、この樹脂組成物には
硬化剤や硬化促進剤が含有され、さらには必要に応じてシリカ粒子等の各種添加剤が含有
される。
【００５４】
＜本発明に係る成型体＞
　本発明に係る成型体は、樹脂組成物を成型、加熱硬化することにより得られる。そして
、この成型体は、電磁波吸収を目的としたＬＳＩ用封止剤等の用途に使用される。
【００５５】
＜本発明に係るフェライト粉の製造方法＞
　本発明に係るフェライト粉の製造方法について説明する。
【００５６】
　本発明に係るフェライト粉の製造方法は、原材料を適量秤量した後、ボ－ルミル又は振
動ミル等で０．５時間以上、好ましくは１～２０時間粉砕混合する。原料は特に制限され
ないが、上述した組成となるように選択することが望ましい。
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【００５７】
　このようにして得られた粉砕物を、加圧成型機等を用いてペレット化した後、７００～
１３００℃の温度で仮焼成する。加圧成型機を使用せずに、粉砕した後、水を加えてスラ
リー化し、スプレードライヤーを用いて粒状化しても良い。仮焼成後さらにボ－ルミル又
は振動ミル等で粉砕した後、バインダー等を添加し、ヘンシェルミキサー等の乾式混合装
置を用いて造粒を行う。
【００５８】
　このようにして調製された造粒物を大気中で溶射してフェライト化する。溶射には、可
燃性ガス燃焼炎として燃焼ガスと酸素が用いられ、燃焼ガスと酸素の容量比は１：３．５
～６．０である。可燃性ガス燃焼炎の酸素の割合が燃焼ガスに対して３．５未満では、溶
融が充分ではなく、酸素の割合が燃焼ガスに対して６．０を超えると、フェライト化が困
難となる。例えば燃焼ガス１０Ｎｍ３／ｈｒに対して酸素３５～６０Ｎｍ３／ｈｒの割合
で用いられる。
【００５９】
　上記溶射に用いられる燃焼ガスとしては、プロパンガス、プロピレンガス、アセチレン
ガス等が用いられるが、特にプロパンガスが好適に用いられる。また、造粒物搬送ガスは
、窒素、酸素又は空気が用いられる。造粒物流速は、２０～６０ｍ／ｓｅｃが好ましい。
【００６０】
　このようにして溶射してフェライト化されたフェライト粉末は、水中又は室温の大気で
急冷凝固され、これをフィルターによって捕集する。
【００６１】
　その後、捕集用フィルターで回収したフェライト粉末は、必要に応じて分級を行う。分
級方法としては、既存の風力分級、メッシュ濾過法、沈降法など用いて所望の粒径に粒度
調整する。なお、サイクロン等で粒径の大きい粒子と分離して回収することも可能である
。
【００６２】
　上述のように、球状フェライト粉を調製した後、粒径１１μｍ以上のフェライト粒子に
ついては、樹脂により表面を被覆することが望ましい。とりわけ粉体特性はフェライト粒
子表面に存在する材料や性状に影響されることが多い。従って、適当な樹脂を表面被覆す
ることによって、所望とする成型後の樹脂成型物の電気抵抗、ハンドリング性（樹脂との
分散性、樹脂組成物に添加する該フェライト粒子以外の微粒子との混合性、及び／又は、
樹脂成型物の成型時の硬化性）を制御することができる。被覆する方法としては、公知の
方法、例えば刷毛塗り法、乾式法、流動床によるスプレードライ方式、ロータリードライ
方式、万能攪拌機による液浸乾燥法等により被覆することができる。被覆率を向上させる
ためには、流動床による方法が好ましい。樹脂被覆後、焼き付けする場合には、外部加熱
方式又は内部加熱方式のいずれでもよく、例えば固定式又は流動式電気炉、ロータリー式
電気炉、バーナー炉でもよく、もしくはマイクロウェーブによる焼き付けでもよい。ＵＶ
硬化樹脂を用いる場合は、ＵＶ加熱器を用いる。焼き付けの温度は使用する樹脂により異
なるが、融点又はガラス転移点以上の温度は必要であり、熱硬化性樹脂又は縮合架橋型樹
脂等では、充分硬化が進む温度まで上げる必要がある。
【００６３】
　球状フェライト粉末を調製した後、粒径１１μｍ未満のフェライト粒子については、Ａ
ｌ化合物により表面を被覆することが望ましい。フェライト粒子を水に分散し、分散した
スラリーにＡｌ化合物水溶液を滴下することにより表面被覆を行う。Ａｌ化合物は各種樹
脂と混合分散する際に凝集せずに分散しやすくなるので好ましい。特に理由ははっきりと
はわかっていないが水酸基を含有する樹脂への分散性が向上しやすい。
【００６４】
＜本発明に係る樹脂組成物の製造方法＞
　本発明に係る樹脂組成物は、上記球状フェライト粉と樹脂、硬化剤及び硬化促進剤、さ
らには必要に応じてシリカ粒子等の各種添加剤を加え、ロールミル、ニーダ等の混合機を
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用いて混合し、樹脂組成物が製造される。
【００６５】
＜本発明に係る成型体の製造方法＞
　本発明に係る成型体は、上記樹脂組成物を成型及び加熱硬化することにより得られる。
成型法としては、ドクターブレード法、押し出し法、プレス法、カレンダーロール法等が
用いられる。また、加熱硬化は、外部加熱方式又は内部加熱方式のいずれでもよく、例え
ば固定式又は流動式電気炉、ロータリー式電気炉、バーナー炉でもよく、もしくはマイク
ロウェーブによる焼き付けでもよい。
【００６６】
　以下、実施例等に基づき本発明を具体的に説明する。
【実施例１】
【００６７】
大粒径側：　Ｍｎ３Ｏ４換算で１２ｍｏｌ％、Ｍｇ（ＯＨ）２換算で１１ｍｏｌ％、Ｆｅ

２０３換算で５２ｍｏｌ％、ＳｒＯ換算で１ｍｏｌ％になるように各原材料を適量配合し
、水を加え、湿式ボールミルで６時間粉砕、混合しスラリー得た。得られたスラリーを造
粒乾燥し、大気中で１１３５℃、６時間保持した後、粉砕し、Ｍｎ－Ｍｇ－Ｓｒフェライ
ト粉（一次焼成粉）を得た。
【００６８】
　得られたフェライト粉を４０ｋｇ／ｈｒの供給速度でプロパン５Ｎｍ３／ｈｒ、酸素２
５Ｎｍ３／ｈｒが供給されるフレームを通過させて真球化処理を行った後、粒度分布を調
整することで平均粒径２０μｍのフェライト粉を得た。得られた各フェライト粒子にアク
リル樹脂（三菱レイヨン製ＢＲ－８０）をフェライト粒子に対して樹脂重量が１ｗｔ％と
なるよう樹脂被覆溶液を調製し、流動床コーティング装置にて被覆し、１４５℃で２時間
焼き付けを行った後、解砕し、大粒径側フェライト粒子とした。なお、樹脂被覆溶液は樹
脂の固形分が１０重量％となるように溶剤で希釈した。
【００６９】
小粒径側：　造粒物の平均粒径を変えた以外は上記と同様にして真球化処理を行い、捕集
用フィルターを用いて小粒径側のフェライト粉を得た。得られた各フェライト粒子を固形
分１０重量％となるように水に分散し、分散したスラリーにアルミン酸ナトリウム水溶液
を滴下することで表面処理を行った。このとき、分散したスラリーのｐＨは８．５～９を
維持するように酢酸水溶液を添加した。処理量はアルミニウム換算でフェライト粒子（粉
体）に対して０．８５重量％であり、アルミン酸ナトリウム水溶液中のアルミニウム濃度
が１０重量％となるように調製した。表面処理したフェライト粒子を含有したスラリーを
ろ過し、１２０℃で８時間乾燥させて水分を除去したのち、サンプルミルで粉砕してＡｌ
化合物で表面処理されたフェライト粒子を作製した。
【００７０】
　上記にて作製した大粒径側フェライト粒子８０ｗｔ％と小粒径側フェライト粒子２０ｗ
ｔ％を３０分間混合し、実施例１のフェライト粉とした。
【実施例２】
【００７１】
　大粒径側フェライト粒子８５ｗｔ％と小粒径側フェライト粒子１５ｗｔ％を３０分間混
合した以外は、実施例１の同様の方法でフェライト粉を作製した。
【実施例３】
【００７２】
　大粒径側フェライト粒子７０ｗｔ％と小粒径側フェライト粒子３０ｗｔ％を３０分間混
合した以外は、実施例１の同様の方法でフェライト粉を作製した。
【実施例４】
【００７３】
　樹脂被覆前の大粒径側フェライト粒子の平均粒径を５０μｍとした以外は、実施例１の
同様の方法でフェライト粉を作製した。
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【実施例５】
【００７４】
　フェライト粉の組成をＭｎ３Ｏ４換算で８ｍｏｌ％、Ｍｇ（ＯＨ）２換算で２１ｍｏｌ
％、Ｆｅ２０３換算で５２ｍｏｌ％、ＳｒＯ換算で１ｍｏｌ％になるように各原材料を適
量配合し、大粒径側フェライト粒子及び小粒径フェライト粒子を調製した以外は、実施例
１の同様の方法でフェライト粉を作製した。
【００７５】
　上記にて作製した大粒径側フェライト粒子８０ｗｔ％と小粒径側フェライト粒子２０ｗ
ｔ％を３０分間混合し、実施例５のフェライト粉とした。
【実施例６】
【００７６】
　フェライト粒子の組成をＭｎ３Ｏ４換算で１４ｍｏｌ％、Ｍｇ（ＯＨ）２換算で５ｍｏ
ｌ％、Ｆｅ２０３換算で５２ｍｏｌ％、ＳｒＯ換算で１ｍｏｌ％になるように各原材料を
適量配合し、大粒径側フェライト粒子及び小粒径フェライト粒子を調製した以外は、実施
例１の同様の方法でフェライト粉を作製した。
【００７７】
　上記にて作製した大粒径側フェライト粒子８０ｗｔ％と小粒径側フェライト粒子２０ｗ
ｔ％を３０分間混合し、実施例６のフェライト粉とした。
【比較例】
【００７８】
〔比較例１〕
　実施例１に記載の樹脂被覆後の大粒径側フェライト粒子を比較例１のフェライト粉とし
た。
【００７９】
〔比較例２〕
　大粒径側フェライト粒子６０ｗｔ％と小粒径側フェライト粒子４０ｗｔ％を３０分間混
合した以外は、実施例１と同様の方法でフェライト粉を作製した。
【００８０】
〔比較例３〕
　実施例４に記載の樹脂被覆前の大粒径側フェライト粒子を比較例３のフェライト粉とし
た。
【００８１】
　実施例１～６及び比較例１～３の原料組成、一次焼成条件（焼成炉、焼成温度及び焼成
雰囲気）及び本焼成条件を表１に示す。また、実施例１～６及び比較例１～３の大粒径側
フェライト粒子について、粒子の回収方法、被覆前のフェライト粒子の平均粒径、ＢＥＴ
比表面積、形状係数ＳＦ－１、樹脂被覆、被覆量、コーティング装置及び樹脂被覆後の１
１μｍ未満の粒子の含有量を表２に示す。実施例１～６及び比較例１～３の小粒径側フェ
ライト粒子について、粒子の回収方法、表面処理前のフェライト粒子の平均粒径、ＢＥＴ
比表面積、形状係数ＳＦ－１、表面処理剤、表面処理を行った時のフェライト粒子の分散
液のｐＨ、処理量及びフェライト粒子の重量混合比率（大粒径：小粒径）を表３に示す。
【００８２】
　実施例１～６及び比較例１～３の化学分析、粉体特性（平均粒径、１１μｍ未満含有量
、ＢＥＴ比表面積）、磁気特性（５Ｋ・１０００／４π・Ａ／ｍにおけるＶＳＭ磁化）及
び電気特性（体積抵抗）を表４に示す。実施例１～６及び比較例１～３の液体樹脂成型性
及び粉末成型性を表５及び表６にそれぞれに示す。表４の各特性の測定方法は上述の通り
である。また、表５の液体樹脂成型性及び表６の粉末成型性の測定方法は下記の通りであ
る。
【００８３】
液体樹脂成型性：　実施例１～６及び比較例１～３で得られたフェライト粉に１０％ＰＶ
Ａ水溶液及びポリカルボン酸分散剤を表５に示す混合条件で加えたものを準備し、３０分
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間撹拌を続け、撹拌終了後Ｂ型粘度計で粘度を測定した。
【００８４】
粉末樹脂成型性：　実施例１～６及び比較例１～３で得られたフェライト粉にフッ素系粉
末樹脂を表６に示す混合条件で５０ｃｃのガラス瓶に入れて、ボールミルにて３０分間混
合した。得られた混合物を０．８ｇ秤量したのち、直径１３ｍｍ、内径５ｍｍのドーナツ
状のプレス金型に充填し、３０ＭＰａにて加圧して成型した。得られた成型体を取り出す
時に型崩れするかどうか確認し、型崩れしないものを〇、型崩れしたものを×として評価
した。
【００８５】
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【表１】

【００８６】
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【表２】

【００８７】
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【表３】

【００８８】
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【表４】

【００８９】
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【表５】

【００９０】
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【表６】

【００９１】
　表４～表６から明らかなように、実施例１～６は抵抗も高く、高粘度の液体中において
も十分粘度制御可能なフェライト粉となっただけでなく、粉末成型においても型崩れしに
くいフェライト粉となった。
【００９２】
　一方、比較例１のフェライト粉は小粒径側フェライト粒子が存在しなかったため、成型
性が悪いものとなった。比較例２は小粒径側フェライト粒子が多すぎたため、高粘度の液
体中において粘度調整の分散剤を添加しても粘度制御ができず、フィラーとして使用でき
ないものとなった。比較例３は大粒径側フェライト粒子に樹脂被覆を行わなかったため抵
抗が低く、絶縁性が要求される用途では使用できないものとなった。
【産業上の利用可能性】
【００９３】
　本発明に係るフェライト粉は、フィラーとして用いられたときの充填性及び成型性が良
好で、また優れたハンドリング性を有し、かつ高抵抗であることから、この球状フェライ
ト粉を樹脂と共に樹脂組成物とし、さらに成型した成型体は、電磁波吸収用のＩＣ用封止
剤を始めとする種々の用途に使用可能である。
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